
① 小売電気事業者（電力会社）を選ぶ

② 選んだ電力会社へ契約を申し込む

供給停止を避けるために

必要なことは２つです

供給停止されてしまった場合も

「電気供給停止の「電気供給停止の予告について」 が届いたら・・・



Ｑ．１ 「電気供給停止の予告について」が届いた。内容を確認したい。

Ｑ．２ 供給停止にならないために具体的に何をしたらよいか。

Ｑ．３ 供給停止になってしまった。具体的に何をしたらよいか。

 よ く あ る お 問 い 合 わ せ

Ａ.１

お客さまが契約されている小売電気事業者(電力会社)より、お客さま

との電気供給契約の解約申込をいただいております。

電気のご契約が解約となった場合、電気の供給を継続できず供給を停止

させていただくことになるため、その旨をお知らせしております。

Ａ.２

供給停止にならないために実施することは

『① 小売電気事業者(電力会社)を選ぶ』

『② 選んだ小売電気事業者(電力会社)へ契約を申し込む』の２つです。

申込み手続きには時間を要する場合もあるため、供給停止予定日までに

余裕を持ってお早めに実施してください。

現在契約している小売電気事業者(電力会社)との契約継続を希望するこ

とも可能です。その場合は解約になる理由を解消する必要があります。

解約理由や解消方法は現在契約している小売電気事業者(電力会社)へお

問い合わせください。

Ａ.３

供給停止になってしまった場合でも、実施することは

『① 小売電気事業者(電力会社)を選ぶ』

『② 選んだ小売電気事業者(電力会社)へ契約を申し込む』の２つです。

現在契約している小売電気事業者(電力会社)との契約継続を希望するこ

とも可能です。その場合は解約になる理由を解消する必要があります。

解約理由や解消方法は現在契約している小売電気事業者(電力会社)へお

問い合わせください。

供給停止されてしまった場合も

上記の２つを実施すれば通電されます

◆ 申込み手続きには時間を要する場合もあるため、供給停止予定日

までに余裕を持ってお早めに実施してください。

◆ 現在契約している小売電気事業者(電力会社)との契約継続を希望

することも可能です。

その場合は解約になる理由を解消する必要があります。

解約の理由や解消方法は現在契約している小売電気事業者(電力会

社)へお問い合わせください。



Ｑ．４ 解約した覚えがない。なぜ解約になるのか。

Ｑ．5

Ｑ．6 小売電気事業者（電力会社）を紹介して欲しい

Ｑ．7 電気使用開始申込みのためにお客さま番号を教えてほしい。

Ｑ．8 電気使用開始申込みのために供給地点特定番号を教えてほしい。

Ｑ．9 現在契約している小売電気事業者(電力会社)を教えてほしい。

Ｑ．10 電気料金を支払いたい。

Ａ.6

当社は送配電事業者であり、中立性・公平性確保の観点から小売電気事

業者(電力会社)の紹介は行為規制に抵触するためいたしかねます。

お客さまご自身でお調べいただきますようお願いいたします。

Ａ.４

解約申込は小売電気事業者(電力会社)から申込されております。

解約の理由については、現在契約している小売電気事業者(電力会社)へ

ご確認ください。

解約する理由が解消され、小売電気事業者(電力会社)から当社に解約取

下げの連絡をいただければ電気の供給は停止いたしません。

もしくは、新たに電気の契約申込が実施されれば、電気の供給は停止い

たしません。

Ａ.5

解約理由などの電気契約の内容につきましては、当社では分かりかねま

ますので、お客さまご自身から現在契約している小売電気事業者(電力

会社)へご確認をお願いいたします。

解約の理由を東北電力ネットワークで確認してほしい。

Ａ.7

当社では各小売電気事業者(電力会社)が定めるお客さま番号については

分かりかねます。小売電気事業者(電力会社)にお問い合わせください。

なお、供給地点特定番号が必要な場合は、お送りした「電気供給停止の

予告について」の中央部分に記載しております。

Ａ.8
お送りした「電気供給停止の予告について」の中央部分に「02」から始ま

る18桁の供給地点特定番号を記載しております。

Ａ.9

当社ではお客さまが契約している小売電気事業者(電力会社)は分かりか

ねます。小売電気事業者(電力会社)から電気料金の請求書などが届いて

いると思いますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

Ａ.10

当社は送配電事業者であり小売電気事業者(電力会社)ではないため、電

気料金の支払いは承ることができません。

お客さまがご契約している小売電気事業者(電力会社)へご確認ください。



Ｑ．11 電気料金の支払い状況を確認したい。

Ｑ．12 電気料金を支払い済なのに、この手紙が届いたのはなぜか。

Ｑ．13 電気料金を支払った。供給停止しないで欲しい。

Ｑ．14 すぐに電気料金を支払う。供給停止しないで欲しい。

Ｑ．15 電気が止まってしまった。電気料金を支払ったので電気をつけてほしい。

Ｑ．16 小売電気事業者（電力会社）へ電話しているがつながらない。

Ａ.12

当社は送配電事業者であり小売電気事業者(電力会社)ではないため、

電気料金の支払状況や解約の理由は分かりかねます。

支払いタイミングによる行き違いも考えられますので、詳しくはご契約

している小売電気事業者(電力会社)へご確認ください。

Ａ.13

Ａ.16
恐れ入りますが、当社では対応できかねますので、引き続き小売電気事

業者(電力会社)へご連絡いただきますようお願いいたします。

Ａ.15

供給を再開（通電）するためには、

『① 小売電気事業者（電力会社）を選ぶ』

『② 選んだ小売電気事業者(電力会社)へ契約を申し込む』

の２つが必要です。供給の再開をお急ぎの場合は、申込した小売電気事

業者(電力会社)へその旨をお伝えください。

Ａ.14

供給停止にならないために実施することは

『① 小売電気事業者(電力会社)を選ぶ』

『② 選んだ小売電気事業者(電力会社)へ契約を申し込む』の２つです。

申込み手続きには時間を要する場合もあるため、供給停止予定日までに

余裕を持ってお早めに実施してください。

現在契約している小売電気事業者(電力会社)との契約継続を希望するこ

とも可能です。小売電気事業者(電力会社)へお問合せください。

供給停止にならないために実施することは

『① 小売電気事業者(電力会社)を選ぶ』

『② 選んだ小売電気事業者(電力会社)へ契約を申し込む』の２つです。

申込み手続きには時間を要する場合もあるため、供給停止予定日までに

余裕を持ってお早めに実施してください。

現在契約している小売電気事業者(電力会社)との契約継続を希望するこ

とも可能です。小売電気事業者(電力会社)へお問合せください。

Ａ.11

当社は送配電事業者であり小売電気事業者(電力会社)ではないため、電

気料金の支払い状況については分かりかねます。

お客さまが契約している小売電気事業者(電力会社)へご確認ください。


